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令和２年度新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業について（お知らせ） 

 

 日頃は本校の教育活動にご理解ご協力をいただきありがとうございます。 

さて、うえのことについて、高知県教育委員会より、新型インフルエンザ等対策特別措置

法第 24条第９項の規程に基づき、５月６日（水）までの期間を臨時休業とするよう通知が

ありました。 

つきましては、下記のとおり改めて臨時休業期間としますので、ご理解ご協力の程よろし

くお願いします。 

なお、今後の状況によっては、臨時休業の期間を変更することがありますので、ご留意く

ださい。 

 
記 

 
１ 臨時休業期間 

休業期間を５月６日（水）まで延長 

（現在の臨時休業期間は４月 13日（月）～４月 24日（金）） 

    

２ その他 

（１）部活動等について 

   生徒の部活動や正課外の学習活動は、４月 17 日（金）から５月６日（水）まで禁止する

こととします。 

    

（２）学校行事等について 

  臨時休業期間中は行事予定にある学校行事を原則中止します。 

 

 （３）休業期間中の生徒の行動について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、適切な行動をするようご配慮ください。 
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